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厚生労働省老健局介護保険計画課

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。

各都道府県介護保険担当課（室）
各市町村介護保険担当課（室） 御 中

← 厚生労働省 介護保険計画課

今回の内容

介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を

改正する政令の公布について（通知）

計４枚（本紙を除く）

連絡先 TEL : 03-5253-1111（内線 2164、2260）

FAX : 03-3503-2167
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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の公布につ

いて（通知） 

 

 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令（令和８

年政令第 42号）が本日別添のとおり公布及び施行することとされたところで

す。 

 本改正の趣旨及び改正の内容は下記のとおりですので、十分御了知の上、関

係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なき

ようお願いいたします。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨 

  「「強い経済」を実現する総合経済対策～日本と日本人の底力で不安を希

望に変える～」（令和７年 11月 21日閣議決定）において、介護職員の処遇

改善のため、令和８年４月に臨時の報酬改定を行うこととされたこと。 

  当該措置の実施に伴い介護給付費の増加が見込まれる中で、市町村の給付

に必要な資金が不足しないよう万全を期すため、市町村に対して貸付けを行

う財政安定化基金に不足が見込まれる場合には、介護保険事業計画期間中で

あっても特例的に積増しを可能とすること。 

 

第２ 改正の内容 

   本政令案により、令和７年度又は令和８年度に財政安定化基金の資金が

不足すると見込まれる都道府県については、当該不足すると見込まれる額

を厚生労働大臣に申し出ることによって、令和７年度又は令和８年度にお

いて当該都道府県の財政安定化基金に積増しを行うことができるよう所要

の改正を行う。財政安定化基金の資金が不足すると見込まれる都道府県に

ついては、当該不足すると見込まれる額を厚生労働大臣に申し出ることに

よって、令和７年度又は令和８年度において、財政安定化基金の積増しを

各 
都道府県知事 

殿 
市 町 村 長  



行うことができること。なお、財政安定化基金の原資については、国、都

道府県及び市町村が３分の１ずつ負担することとされているが、今回の特

例的積増しに係る都道府県及び市町村の負担分については、令和７年度補

正予算において、全額国費による財政支援を行うための費用を計上してい

ること。 

 

第３ 施行期日 

公布の日 



令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

介
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令
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す
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介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
四
十
七
条
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

附
則
第
三
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
計
画
期
間
に
お
け
る
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
の
額
の
算
定
方
法
等
に
関

す
る
特
例
）

第
三
条
の
三

令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
計
画
期
間
に
お
け
る
令
和
七
年
度
基
金
残
高
不
足
都
道
府
県
に

係
る
第
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
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同
条
第
一
項
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第
一
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と
あ
る
の
は
「
当
初
見
込
拠
出
金
の
額
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第
一
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」
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と
す
る
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あ
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は
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を
い
う
。）及
び
期
中
追
加
拠
出

金
の
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該
都
道
府
県
の
附
則
第
三
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
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不
足
す
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す
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掲
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令
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年
度
に
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ま
れ
る
額
と
す
る
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都
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府
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付
費
等
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あ
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「
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準
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付
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等
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条
第
二
項
中「
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出
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同
項
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定
す
る
当
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拠
出
金
の
額
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と
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同
条
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四
項
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び
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六
項
中
「
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一
項
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に
掲
げ
る
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と
あ
る
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一
項
の
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生
労
働
大
臣
が
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め
る
額
及
び
同
項
第

一
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
」
と
す
る
。
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令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
２

前
項
の
令
和
七
年
度
基
金
残
高
不
足
都
道
府
県
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
が
第
三
号
に
掲

げ
る
額
に
不
足
す
る
都
道
府
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あ
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て
、
当
該
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足
す
る
額
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厚
生
労
働
大
臣
に
申
し
出
た
も
の
と
す
る
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一

令
和
七
年
度
の
末
日
に
お
け
る
財
政
安
定
化
基
金
の
残
高
の
見
込
額
（
同
年
度
に
お
い
て
見
込
ま
れ
る
額
と
す

る
。）

二

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

イ

令
和
八
年
度
中
に
都
道
府
県
が
法
第
百
四
十
七
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第
五
項
の
規
定
に
よ
り
財
政
安
定
化
基
金
に
繰
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入
れ
る

額
の
見
込
額（
前
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、令
和
七
年
度
に
お
い
て
見
込
ま
れ
る
額
と
す
る
。）
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道
府
県
内
の
各
市
町
村
の
基
金
事
業
借
入
金
の
償
還
見
込
額
（
令
和
七
年
度
に
お
い
て

見
込
ま
れ
る
額
と
す
る
。）の
総
額

ハ

令
和
八
年
度
中
の
法
第
百
四
十
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
収
入
の
見
込
額
（
令
和
七
年
度
に
お
い
て
見
込
ま

れ
る
額
と
す
る
。）

三

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

イ

令
和
八
年
度
中
の
都
道
府
県
内
の
各
市
町
村
に
対
す
る
基
金
事
業
交
付
金
の
見
込
額
（
令
和
七
年
度
に
お
い

て
見
込
ま
れ
る
額
と
す
る
。）の
総
額

ロ

令
和
八
年
度
中
の
都
道
府
県
内
の
各
市
町
村
に
対
す
る
基
金
事
業
貸
付
金
の
見
込
額
（
令
和
七
年
度
に
お
い

て
見
込
ま
れ
る
額
と
す
る
。）の
総
額

３

両
年
度
基
金
残
高
不
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都
道
府
県
に
係
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
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、
同
項
中
「
得
た
額
」
と
あ
る
の

は
「
得
た
額
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
不
足
す
る
額
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣

が
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め
る
額
に
同
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に
掲
げ
る
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を
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得
た
額
の
合
算
額
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厚
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労
働
大
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が
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あ
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則
第
三
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
不
足
す
る
額
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
勘
案
し
て

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
及
び
第
一
項
の
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
不
足
す
る
額
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を

勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
の
合
算
額
並
び
に
第
一
項
第
一
号
」
と
す
る
。

４

前
項
の
両
年
度
基
金
残
高
不
足
都
道
府
県
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
令
和
七
年
度
基
金
残
高
不
足
都
道
府
県
の
う

ち
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
が
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
不
足
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
不
足

す
る
額
を
厚
生
労
働
大
臣
に
申
し
出
た
も
の
と
す
る
。

一

令
和
七
年
度
の
末
日
に
お
け
る
財
政
安
定
化
基
金
の
残
高

二

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

イ

令
和
八
年
度
中
に
都
道
府
県
が
法
第
百
四
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
財
政
安
定
化
基
金
に
繰
り
入
れ
る

額
の
見
込
額
（
前
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
同
年
度
に
お
い
て
見
込
ま
れ
る
額
と
す
る
。）

ロ

令
和
八
年
度
中
の
都
道
府
県
内
の
各
市
町
村
の
基
金
事
業
借
入
金
の
償
還
見
込
額
（
同
年
度
に
お
い
て
見
込

ま
れ
る
額
と
す
る
。）の
総
額

ハ

令
和
八
年
度
中
の
法
第
百
四
十
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
収
入
の
見
込
額
（
同
年
度
に
お
い
て
見
込
ま
れ
る

額
と
す
る
。）

三

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

イ

令
和
八
年
度
中
の
都
道
府
県
内
の
各
市
町
村
に
対
す
る
基
金
事
業
交
付
金
の
見
込
額
（
同
年
度
に
お
い
て
見

込
ま
れ
る
額
と
す
る
。）の
総
額

ロ

令
和
八
年
度
中
の
都
道
府
県
内
の
各
市
町
村
に
対
す
る
基
金
事
業
貸
付
金
の
見
込
額
（
同
年
度
に
お
い
て
見

込
ま
れ
る
額
と
す
る
。）の
総
額

５

令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
計
画
期
間
に
お
け
る
令
和
八
年
度
基
金
残
高
不
足
都
道
府
県
に
係
る
第
十

二
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
第
一
号
」
と
あ
る

の
は
「
当
初
見
込
拠
出
金
の
額
（
第
一
号
」
と
、「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
を
い
う
。）及
び
期
中
追
加
拠
出
金
の
額

（
当
該
都
道
府
県
の
附
則
第
三
条
の
三
第
六
項
に
規
定
す
る
不
足
す
る
額
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
勘
案
し
て

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
に
同
号
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
う
。）の
合
算
額
と
す
る
」
と
、
同
項
各
号

中
「
見
込
額
」
と
あ
る
の
は
「
見
込
額
（
令
和
五
年
度
に
お
い
て
見
込
ま
れ
る
額
と
す
る
。）」
と
、「
都
道
府
県
内
標

準
給
付
費
等
総
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
初
見
込
都
道
府
県
内
標
準
給
付
費
等
総
額
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
市
町
村

の
拠
出
金
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
の
同
項
に
規
定
す
る
当
初
見
込
拠
出
金
の
額
」
と
、
同
条
第
四
項
及
び
第

六
項
中
「
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
及
び
同
項
第
一
号

に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
」
と
す
る
。

６

前
項
の
令
和
八
年
度
基
金
残
高
不
足
都
道
府
県
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
が
第
三
号
に
掲

げ
る
額
に
不
足
す
る
都
道
府
県
で
あ
っ
て
、
当
該
不
足
す
る
額
を
厚
生
労
働
大
臣
に
申
し
出
た
も
の
（
第
二
項
に
規

定
す
る
令
和
七
年
度
基
金
残
高
不
足
都
道
府
県
を
除
く
。）と
す
る
。

一

令
和
七
年
度
の
末
日
に
お
け
る
財
政
安
定
化
基
金
の
残
高

二

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

イ

令
和
八
年
度
中
に
都
道
府
県
が
法
第
百
四
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
財
政
安
定
化
基
金
に
繰
り
入
れ
る

額
の
見
込
額
（
前
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
同
年
度
に
お
い
て
見
込
ま
れ
る
額
と
す
る
。）

ロ

令
和
八
年
度
中
の
都
道
府
県
内
の
各
市
町
村
の
基
金
事
業
借
入
金
の
償
還
見
込
額
（
同
年
度
に
お
い
て
見
込

ま
れ
る
額
と
す
る
。）の
総
額

ハ

令
和
八
年
度
中
の
法
第
百
四
十
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
収
入
の
見
込
額
（
同
年
度
に
お
い
て
見
込
ま
れ
る

額
と
す
る
。）

三

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

イ

令
和
八
年
度
中
の
都
道
府
県
内
の
各
市
町
村
に
対
す
る
基
金
事
業
交
付
金
の
見
込
額
（
同
年
度
に
お
い
て
見

込
ま
れ
る
額
と
す
る
。）の
総
額

ロ

令
和
八
年
度
中
の
都
道
府
県
内
の
各
市
町
村
に
対
す
る
基
金
事
業
貸
付
金
の
見
込
額
（
同
年
度
に
お
い
て
見

込
ま
れ
る
額
と
す
る
。）の
総
額

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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生
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働
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臣
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野
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郎

内
閣
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理
大
臣

高
市

早
苗




